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鹿  追  町 



議 案
番 号

件                                  名
議  決
内  容

45
鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

46 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について

47 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

48 令和４年度鹿追町一般会計補正予算（第４号）について

49
令和４年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）につ
いて

50 令和４年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第１号）について

51 令和４年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第２号）について

52 令和４年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

53
令和４年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
て

同意3 鹿追町公平委員会委員の選任について

同意4 鹿追町教育委員会委員の任命について

認定1 令和３年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について

認定2 令和３年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定3 令和３年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

認定4 令和３年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定について

認定5 令和３年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定6 令和３年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認定7
令和３年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定につい
て

            　　　議   案   目   次
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議案第 ４５ 号 

 

   鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年９月１６日提出          

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（令和３年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ

中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

別記第４号様式（第５条関係）その１中「15,800円」を「16,100円」に改め

る。 

 別記第５号様式（第５条関係）中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 改正後の鹿追町議会議員及び鹿追町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される

選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙について

は、なお従前の例による。 

 

 

2



議案第 ４６ 号 
 
   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和４年９月１６日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 
 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

  

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２条中「なつた」を「なった」に改め、「任命権者又は任命権者の定める上級の

公務員の面前に於て」を削り、「に署名してからでなければその職務を行つてはなら

ない」を「を任命権者に提出しなければならない」に改める。 

 

 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ４７ 号 
 
   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和４年９月１６日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 
 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  

職員の育児休業に関する条例（平成４年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 
 

第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号イ（イ）を削り、同号イ（ロ）中「第２

条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしよう

とする場合にあっては当該機関の末日から６月を経過する日、第２条の４」に、「、

２歳」を「当該子が２歳」に、「特定職に引き続き」を「引き続いて任命権者を同じ

くする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号イ（ロ）を同号イ（イ）とし、

同号イ中（ハ）を（ロ）とし、同号ロを次のように改める。 

ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

(イ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日。以下この（イ）において同じ。）におい

て育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当

して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

(ロ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職

に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任

期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの 

 

第２条第３号ハを削る。 
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第２条の３第３号中「１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常

勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれ

に相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末

日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合の

いずれかにも該当するとき当該子の１歳６か月到達日」を「１歳から１歳６か月に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって

第３条第７号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、

町長が定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合）  

当該子の１歳６か月到達日」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「非常勤職員が

する」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」を

「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、同号

イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。 

イ 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの

号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 

第２条の３第３号に次のように加える。 

ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間におい

てこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 
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第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当

該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条例の規定に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれかにも該当するときとす

る。」を「養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第

７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、

町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）と

する。」に改め、同条中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号として次

の１号を加える。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶

者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業

をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 

第２条の４に次の１号を加える。 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

第２条の５を次のように改める。 

第２条の５ 削除 

 

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条第８号中

「その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、

当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されることに伴い、当当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。」を「任期を

定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定

職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末

日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

こと。」に改め、同号を同条第７号とする。 

 

第３条の次に次の１条を加える。 
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（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間とする。 

 

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

 

第１９条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務地ごとの

勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを次のように改める。 

ア及びイ 削除 

 

第２３条を第２５条とし、第２２条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠

し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対し

て、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請

求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければなら

ない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が

不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日の前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例に

よる改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 
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議
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８

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算
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）

第
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（
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第
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３
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６
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周
辺

エ
リ

ア
Ｚ

Ｅ
Ｃ

化
事

業
１

５
６

，
７

８
４

9



　
第

　
３

　
表

追
　

加

期
　

　
間

事
　

　
　

　
項

限
　

　
　

度
　

　
　

額

北
海

道
市

町
村

備
荒

資
金

組
合

車
両

譲
渡

事
業

（
公

用
車

更
新

事
業

）

　
自

　
令

和
 
５

 
年

度

　
至

　
令

和
 
８

 
年

度
９

，
４

４
３

千
円

以
内

債
　

　
務

　
　

負
　

　
担

　
　

行
　

　
為

10



第
　

４
　

表

　
　

　
　

　
　

地
　

　
方

　
　

債
　

　
の

　
　

補
　

　
正

　
変

　
更

臨
時

財
政

対
策

債
5
0
,
0
0
0

4
1
,
1
1
1

償
還

の
方

法
限

度
額

千
円

以
内

起
債

の
方

　
法

補
正

前
に

同
じ

補
正

前
に

同
じ

補
正

前
に

同
じ

起
　

債
　

の
　

目
　

的
補

正
前

補
正

後

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
　

率

千
円

以
内

普
通

貸
借

又
は

証
券

発
行

利
　

率
償

還
の

方
　

法

2
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

金
利

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
政

府
資

金
、

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

及
び

金
融

機
関

等
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

当
該

見
直

し
後

の
利

率
)

政
府

資
金

、
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
資

金
及

び
金

融
機

関
等

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
た

だ
し

、
町

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
に

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

地
　

　
方

　
　

債
　

　
の

　
　

補
　

　
正

11
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23



24



25



26



27



28



29



30



31



号

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

　
　

　
令

和
 
４

 
年

 
９

 
月

 
１

６
 
日

 
 
提

 
出

千
円

千
円

６
２

０
，

３
９

６
千

円

第
１

項
医

業
費

用
６

１
４

，
１

２
２

千
円

３
，

４
６

５
千

円
６

１
７

，
５

８
７

支
出

第
１

款
病

院
事

業
費

用
６

１
６

，
９

３
１

千
円

３
，

４
６

５

２
８

１
，

７
３

６
千

円
第

２
項

医
業

外
収

益
２

７
８

，
２

７
１

千
円

３
，

４
６

５
千

円

６
２

０
，

３
９

６
千

円
第

１
款

病
院

事
業

収
益

６
１

６
，

９
３

１
千

円
３

，
４

６
５

千
円

第
２

条

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

収
入

議
案

第
４

９

令
和

４
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

第
１

条

32



 
 
 
 
令

和
４

年
度

鹿
追

町
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
病

院
事

業
収

益
6
1
6
,
9
3
1

 
3
,
4
6
5

6
2
0
,
3
9
6

2
医

業
外

収
益

2
7
8
,
2
7
1

 
3
,
4
6
5

2
8
1
,
7
3
6

6
補

助
金

0
3
,
4
6
5

3
,
4
6
5

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
ワ

ク
チ

ン
個

別
接

種
促

進
事

業
支

援
金

3
,
4
6
5

千
円

追
加

予
定

額

1
病

院
事

業
費

用
6
1
6
,
9
3
1

 
3
,
4
6
5

6
2
0
,
3
9
6

1
医

業
費

用
6
1
4
,
1
2
2

 
3
,
4
6
5

6
1
7
,
5
8
7

3
経

費
1
0
6
,
4
5
5

 
3
,
4
6
5

1
0
9
,
9
2
0

修
繕

費
1
,
2
6
5

千
円

追
加

委
託

料
2
,
2
0
0

千
円

追
加

計
3
,
4
6
5

千
円

追
加

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

支
　

　
出

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

33



議
 
案

 
第

５
０

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
 
和

 
４

 
年

 
９

 
月

 
１

６
 
日

　
提

　
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
簡

易
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

２
１

５
，

４
５

２

１
，

９
５

６

令
和

４
年

度
鹿

追
町

簡
易

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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５
１

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
令

 
和

 
４

 
年

 
９

 
月

 
１

６
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

２
７

４
，

２
０

３

３
，

１
７

２

令
和

４
年

度
鹿

追
町

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）
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議
 
案

 
第

５
２

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

，
４

２
５

 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
令

 
和

 
４

 
年

 
９

 
月

 
１

６
 
日

　
提

 
出

 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
２

９
，

３
５

９

令
和

４
年

度
鹿

追
町

介
護

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
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議
 
案

 
第

５
３

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

１
４

千
 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
令

 
和

 
４

 
年

 
９

 
月

 
１

６
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

９
８

，
２

０
０

令
和

４
年

度
鹿

追
町

後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）
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同意第 ３ 号 

 

   鹿追町公平委員会委員の選任について 

 

 次の者を鹿追町公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２ 

第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所               

 氏 名  山 木 友 子 

                  

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

提案理由 

 鹿追町公平委員会委員 井上ユキ子 氏の任期が令和４年９月３０日で満了になる

ことによる。 

62



同意第 ４ 号 

 

   鹿追町教育委員会委員の任命について 

 

 次の者を鹿追町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所                

 氏 名  河 邊 美 佳 

                  

 

 

令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

提案理由 

 鹿追町教育委員会委員 河邊美佳 氏の任期が令和４年９月３０日で満了になるこ

とによる。 

63



認定第 １ 号 

 

   令和３年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町一般会計歳入歳出

決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

 令和４年９月１６日提出  

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

64



認定第 ２ 号 

 

   令和３年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



認定第 ３ 号 

 

   令和３年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町簡易水道特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

66



認定第 ４ 号 

 

   令和３年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町下水道特別会計歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

67



認定第 ５ 号 

 

   令和３年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町介護保険特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 
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認定第 ６ 号 

 

   令和３年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度鹿追町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 
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認定第 ７ 号 

 

   令和３年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度鹿追町国民健康保険病

院事業会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和４年９月１６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 
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